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兵庫県告示第1196号 

洲本市の区域内において、次のとおり、字の区域の変更をする旨、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260

条第１項の規定により、洲本市長から届出があった。 

この届出に係る処分は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定による国土調査の成果の認

証の日からその効力を生ずるものとする。 

  平成23年11月15日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

変   更   前 変 更 後 

大  字 字 地      番 大  字 字 

乙138の１ 乙138の３ 千  草 居 内 廻

乙139の１ 乙139の２ 千  草 家 ノ 西

家 ノ 南 

乙149 乙150の１ 乙150の２ 丙202の１ 

居 内 廻 乙148の３ 

千  草 居 屋 敷

千  草 

家 ノ 向 乙223 千  草 家 ノ 西
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乙238の１ 千  草 居 屋 敷家 ノ 前 

丙220の１ 千  草 家 ノ 北

馬    道 乙248 千  草 水 汲 場

苗    代 乙253の１ 千  草 馬    道

溝 ノ 向 乙276の１ 乙276の６ 乙276の９ 千  草 溝 ノ 東

大道ノ下 乙296の１から乙296の３まで 千  草 大 道 端

乙305 千  草 家 ノ 東家 ノ 下 

丙240 千  草 居 屋 敷

溝    筋 乙345 千  草 家 ノ 前

石    原 乙404 千  草 八太夫原

ノ東 

居    内 乙433 千  草 八 田 原

乙453の１ 千  草 大道ノ下

乙453の２ 千  草 居 屋 敷

家 ノ 上 

乙538の１の３ 乙538の２ 千  草 池 ノ 上

丙201の２ 千  草 嶽 ノ 下大 河 内 

丙232の１ 丙233の２ 

丙236の１ 

千  草 居 屋 敷

家 ノ 北 

丙236の２ 

 

家 ノ 東 丙265 

千  草 大 河 内

備考 地番は、平成23年６月30日現在の地番である。 

 

兵庫県告示第1197号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、次の県営土地改良事業を行うため、土地改

良事業計画を平成23年11月４日に定めたので、土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。 

 この計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対

して異議申立てをすることができる。 

 さらに、当該異議申立てに係る決定書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、神戸地方裁判所に

対し、兵庫県を被告として、当該決定の取消しの訴えを提起することができる。 

 なお、この処分については、同条第10項の定めにより、この処分についての異議申立てに係る決定に対して

のみ取消しの訴えを提起することができる。 

  平成23年11月15日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

事 業 名 地 区 名 縦覧の期間 縦覧の場所 

農村災害対策整備事業 神戸北（小河大池）地区
平成23年11月15日から 

 同  年12月５日まで 

神 戸 市

北 区 役 所

同  上 神戸西(上津橋大池)地区 同  上 
神 戸 市

西 区 役 所
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兵庫県告示第1198号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第６項において準用する同法第87条第５項の規定により、次

の県営土地改良事業の計画を平成23年11月２日に変更したので、土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供す

る。 

この変更計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事

に対して異議申立てをすることができる。 

さらに、当該異議申立てに係る決定書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に、神戸地方裁判所に

対し、兵庫県を被告として、当該決定の取消しの訴えを提起することができる。 

なお、この処分については、同法第87条の３第６項において準用する同法第87条第10項の定めにより、この

処分についての異議申立てに係る決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができる。 

  平成23年11月15日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

事 業 名 地 区 名 縦覧の期間 縦覧の場所 

農地整備事業（経営体育成型） 五斗長地区 
平成23年11月15日から

 同 年12月５日まで
淡路市役所 

 

 

兵庫県告示第1199号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の３第５項及び同法第48条第９項において読み替えて準用する同

法第10条第１項の規定により、次の町に係る土地改良事業の計画変更に同意した。 

 この同意について不服がある場合には、この同意があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

神戸地方裁判所に対し、兵庫県を被告として、この同意の取消しの訴えを提起することができる。 

  平成23年11月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

町の名称 事 業 名 地 区 名 同意年月日 

佐用町 基盤整備促進事業 桑野地区 平成23年10月31日

 

 

兵庫県告示第1200号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、近畿地方整備局兵

庫国道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成23年11月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

    公共測量（３級基準点設置） 

２ 作業期間 

平成23年８月１日から同年９月30日まで 

３ 作業地域 

  伊丹市寺本 

 

兵庫県告示第1201号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、朝来市和田山駅南

土地区画整理組合理事長職務代行者副理事長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成23年11月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

    公共測量（土地区画整理 ４級基準点測量及び出来形確認測量） 
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２ 作業期間 

平成22年７月20日から平成23年８月31日まで 

３ 作業地域 

  朝来市和田山町東谷地内 

 

兵庫県告示第1202号 

 昭和39年兵庫県告示第332号の15（収入証紙売りさばき人の名称等）の一部を次のように改正し、平成23年11

月28日から適用する。 

  平成23年11月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

表株式会社三井住友銀行の項中 

「 

 同 鈴蘭台支店 

北鈴蘭台出張所

神戸市北区甲栄台 

」 

を 

「 

 同 北鈴蘭台支店 神戸市北区甲栄台 

」 

に、 

「 

 同 西神中央支店 神戸市西区糀台 

」 

を 

「 

 同 西神中央支店 

同 神戸学園都市支店

神戸市西区糀台 

神戸市西区学園西町 

」 

に改める。 
 

公 告 

 

   特定非営利活動法人の設立に係る認証の申請 

 特定非営利活動法人の設立代表者から設立に係る認証の申請があったので、特定非営利活動促進法（平成10

年法律第７号）第10条第２項及び県民ボランタリー活動の促進等に関する条例（平成10年兵庫県条例第39号）

第17条の規定により、兵庫県企画県民部県民文化局県民生活課、神戸県民局、阪神南県民局、阪神北県民局、

東播磨県民局、北播磨県民局、中播磨県民局、西播磨県民局、但馬県民局、淡路県民局及び丹波の森公苑にお

いて、関係書類を縦覧に供する。 

 なお、関係書類の縦覧期間は申請を受け付けた年月日から２月間とする。 

  平成23年11月15日 

                                 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１(1) 申請受付年月日 平成23年10月26日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人美メイク・アクトレス 

  イ 代表者の氏名 大 地 好 惠 

  ウ 主たる事務所の所在地 姫路市別所町佐土１丁目100番地 ボヌール・エトワール１番館302号 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、全ての世代の女性に対して、メイク・美容を通して生理学的・心理学的な側面から生活

の質の向上や社会進出支援に関する事業を行い、女性がより女性らしく、人間がより人間らしく、美し
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く健康的に暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

２(1) 申請受付年月日 平成23年10月26日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人地球人文化・スポーツ交流協会 

  イ 代表者の氏名 和 田 正 宣 

  ウ 主たる事務所の所在地 宝塚市小浜２丁目１番28号 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、日本在住の外国人と日本人がスポーツ・芸術の交流会等を通じて、それぞれの文化や歴

史について学び、お互いの理解を深め、地域に存在する人権問題を解決する事業を行い、地域住民や企

業に人権問題への関心を深めてもらい、人種差別のない明るい社会づくりに寄与することを目的とする。 

３(1) 申請受付年月日 平成23年10月26日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 ＮＰＯ法人食育サポート研究所 

  イ 代表者の氏名 伊田 美穂子 

  ウ 主たる事務所の所在地 神戸市灘区赤松町２丁目３番29号 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、広く地域住民、特に子どもたちに対して、食育の普及・推進に関する事業を行い、人々

が健全で心豊かに暮らせる地域社会づくりに寄与することを目的とする。 

４(1) 申請受付年月日 平成23年10月26日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人姫路市身体障害者福祉協会 

  イ 代表者の氏名 水 田   宏 

  ウ 主たる事務所の所在地 姫路市安田三丁目１番地 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、地域の身体障害者及び家族に対して、生活支援や社会参加促進に関する事業を行い、誰

もが安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

５(1) 申請受付年月日 平成23年10月26日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人小谷会 

  イ 代表者の氏名 秋 山   要 

  ウ 主たる事務所の所在地 養父市大屋町宮本413番地 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、高齢化社会の進展により、地域で守るべき先祖墓の管理もままならず、その結果、放置

せざるを得ない墓が増えている現在、地域古来の原風景である村の集合墓の環境を守るために、定期的

な清掃活動・管理事業を行い、高齢者をはじめ、すべての人が安心して暮らすことのできる地域社会の

実現に寄与することを目的とする。 

６(1) 申請受付年月日 平成23年10月26日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人もみの木自然学園 

  イ 代表者の氏名 岩 谷 博 文 

  ウ 主たる事務所の所在地 姫路市豊富町神谷3041―５ 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、すべての地域住民及び東日本大震災等の災害に遭われた方々に対して、農園作業や自然

学習及び災害復興支援並びに防災に関する事業を行い、農業促進及び自然との調和による地域活性化と

互いに助け合い協力し合える社会の実現に寄与することを目的とする。 

７(1) 申請受付年月日 平成23年10月31日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人アートクルー堀川 

  イ 代表者の氏名 折 井   匠 

  ウ 主たる事務所の所在地 高砂市荒井町日之出町12番地の５ 

   エ 定款に記載された目的 
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この法人は、老朽化した建物や伝統的な建物を修復、再生させ、その建物を、学術、文化、芸術創造、

発表の場、育児支援の場、お年寄りが生きがいを見出せる場、飲食等の場として利用し、地域のアーテ

ィストや高齢者等、地域住民が生き生きと生活、活動できる活気ある町づくりに寄与することを目的と

する。 

８(1) 申請受付年月日 平成23年10月31日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人里やま 

  イ 代表者の氏名 衣 川 政 明 

  ウ 主たる事務所の所在地 宍粟市山崎町塩山1154番地 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、身体・知的障害者に対して、生活支援及び社会参加の促進に関する事業を行い、身体・

知的障害者の福祉の増進とすべての人が安心して暮らすことのできる、地域社会の実現に寄与すること

を目的とする。 

９(1) 申請受付年月日 平成23年10月31日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人五仁會 

  イ 代表者の氏名 竹 垣   悟 

  ウ 主たる事務所の所在地 姫路市坂元町８番地 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、犯罪者及び非行少年をはじめとした一般市民に対して、自立及び就労支援等により社会

復帰、再犯防止に関する事業を行い、犯罪減少、地域社会の安全等による公益増進に寄与することを目

的とする。 

 

   特定非営利活動法人の定款変更に係る認証の申請 

 特定非営利活動法人から定款変更に係る認証の申請があったので、特定非営利活動促進法（平成10年法律第

７号）第25条第５項において準用する同法第10条第２項及び県民ボランタリー活動の促進等に関する条例（平

成10年兵庫県条例第39号）第17条の規定により、兵庫県企画県民部県民文化局県民生活課、神戸県民局、阪神

南県民局、阪神北県民局、東播磨県民局、北播磨県民局、中播磨県民局、西播磨県民局、但馬県民局、淡路県

民局及び丹波の森公苑において、関係書類を縦覧に供する。 

 なお、関係書類の縦覧期間は申請のあった年月日から２月間とする。 

  平成23年11月15日 

                                 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１(1) 申請受付年月日 平成23年10月31日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人ぴょんぴょん＆セーチル 

  イ 代表者の氏名 坂 本 美 穂 

  ウ 主たる事務所の所在地 尼崎市金楽寺町２丁目11番16号 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、幼児・学童、保護者等子育てに取り組む人々に対して、幼児・学童の託児と保育及び各

種教室開催、保護者の交流会と相談、子育て他団体とのネットワーク構築と地域交流、並びに子ども達

の安全と安心の為の防犯活動ネットワーク構築及び安全確保の普及啓発に関する事業を行い、輝く笑顔

を持った未来を担う子どもたちの健全な育成と元気に子育てをする人々を支える地域づくりに寄与す

ることを目的とする。 

２(1) 申請受付年月日 平成23年10月31日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人兵庫県断酒会 

  イ 代表者の氏名 松 谷 至 博 

  ウ 主たる事務所の所在地 神戸市長田区御蔵通６丁目17番地 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、兵庫県民に対して酒害に関する啓発事業を行ない、酒害の及ぼす個人及び社会への悪影
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響防止に務め、広く精神保健衛生の向上と、社会福祉に寄与することを目的とする。 

３(1) 申請受付年月日 平成23年10月31日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人アイ・サポートセンター 

  イ 代表者の氏名 西 村 徹 也 

  ウ 主たる事務所の所在地 加古川市尾上町長田420番地の10 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、障害者及び高齢者に対して、日常生活の自立と積極的な社会参加を行うことができるよ

うその介護や支援に関する事業を行い、福祉の増進に寄与することを目的とする。 

４(1) 申請受付年月日 平成23年10月31日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人中播磨峰の会 

  イ 代表者の氏名 米   靖 弘 

  ウ 主たる事務所の所在地 神崎郡福崎町福田258番地９ 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、障害者に対して、生活支援及び社会参画促進に関する事業を行い、障害者福祉の増進と

すべての人々が心豊かに安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

５(1) 申請受付年月日 平成23年10月31日 

(2) 特定非営利活動法人の名称等 

  ア 名称 特定非営利活動法人ワークホーム「柿の木」 

  イ 代表者の氏名 茨 木 哲 夫 

  ウ 主たる事務所の所在地 尼崎市食満５丁目27番13号 

   エ 定款に記載された目的 

この法人は、障害者に対して、生活自立支援に関する事業を行うとともに、障害者が安心して充実し

た暮らしを送れる地域社会の実現を目指し、かつ地域で暮らす全ての人にとっても豊かな生活環境を創

造すべく、住民と共に地域社会の発展及び障害者の福祉に寄与することを目的とする。 

 

入札公告 

 次期兵庫情報ハイウェイネットワーク設計業務委託に係る一般競争入札を次のとおり実施する。 

平成23年11月15日 

契約担当者 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 入札に付する事項 

(1) 業務の名称 

次期兵庫情報ハイウェイネットワーク設計業務委託 

(2) 業務の仕様等 

入札説明書及び仕様書のとおり 

(3) 履行期間 

契約日から平成24年３月26日（月）まで 

(4) 応募方法 

   単独企業又は企業グループによるものとする。 

(5) 入札方法 

  ア 落札者の決定は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の10の２

の規定による総合評価一般競争入札により行うものとし、入札者は、入札説明書に定める提案資料を入

札書とともに提出すること。 

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する金額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金

額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 
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２ 入札参加資格 

  本件入札に参加することができる資格を有する者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。 

(1) 兵庫県財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号。以下「財務規則」という。）第81条の３に基づく兵庫県物

品関係入札参加資格（登録）者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品

関係入札参加資格者として認定された者 

(2) 政令第167条の４の規定に基づく兵庫県（以下「県」という。）の入札参加資格制限基準による資格制限

を受けていない者 

(3) 入札参加申込書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び本件入札の日において、県の指名停止基準

に基づく指名停止を受けていない者 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 

(5) 企業グループによる参加の場合は、企業グループの全ての構成員が、上記(1)から(4)の各要件を全て満

たしており、企業グループの構成員が、単独又は他の企業グループの構成員として、本委託業務の調達に

参加していないこと。 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

 (1) 閲覧期間 

平成23年11月15日（火）から同月22日（火）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 閲覧場所及び問合せ先（契約事務担当課） 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 兵庫県庁３号館12階 

         兵庫県企画県民部企画財政局情報企画課システム管理室 ネットワーク運用係 

         電 話 (078)341－7711 内線2281 

         ＦＡＸ (078)362－3931 

         電子メールアドレス sysad@pref.hyogo.lg.jp 

４ 入札参加の申込み 

  本件の入札参加を希望する者は、次に従い、申込書に入札説明書で示した必要書類を添えて提出し、入札

参加資格の確認を受けること。 

(1) 入札参加申込期間 

前記３(1)に同じ。 

(2) 申込書等の提出場所 

前記３(2)に同じ。 

(3) 申込書等の提出方法 

持参、郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第

２項に規定する信書便（以下「郵便等」という。）により提出すること。 

郵便等による場合は、平成23年11月22日（火）の午後５時までに必着のこと。 

５ 入札手続等 

(1) 入札説明書の交付期間 

前記３(1)に同じ。 

(2) 入札説明書の交付場所及び問合せ先 

前記３(2)に同じ。 

(3) 入札及び開札の日時及び場所 

平成23年12月12日（月）午前11時 兵庫県庁３号館12階 ＯＡセンター 

(4) 入札書及び提案資料の提出期限 

(3)の入札及び開札の日時に直接入札書及び提案資料を提出すること。ただし、郵便等による入札につい

ては、平成23年12月９日（金）午後５時までに前記３(2)の場所に必着のこと。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

ア 契約希望金額（入札書記載金額の100分の105）の100分の５以上の入札保証金を平成23年12月９日（金）

までに納入すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その

保険証書を提出する場合等財務規則第84条の規定に該当する場合は、この限りではない。 
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イ 前記アのただし書の入札保証保険の保険期間は、平成24年１月13日（金）までとすること。 

(2) 契約保証金 

ア 落札者は、契約締結までに、契約金額（消費税及び地方消費税の額を加算した金額）の100分の10以上

の契約保証金を納付すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結

し、その保険証書を提出する場合等財務規則第100条の規定に該当する場合は、この限りではない。 

イ 前記アのただし書の履行保証保険契約の保険期間は、契約期間とすること。 

７ 入札に関する条件 

(1) 次の各項目に該当する入札は無効とする。この場合、再度入札にも参加できない。 

ア 入札時点において、入札参加資格のない者のした入札 

イ 入札書及び提案資料が所定の日時までに到着しない入札 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理して

した入札 

エ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札 

オ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されていない

入札 

カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札 

キ 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者の入札 

ク 入札保証保険の保険期間が前記６(1)イに規定する期間に満たない者の入札 

ケ 提案資料に不備がある者のした入札 

(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消すものとする。 

８ 落札者の決定方法 

(1) 財務規則第85条の規定に基づいて定められた予定価格に105分の100を乗じて得た額の範囲内である入札

者のうち、技術点及び価格点の合計点数（以下「総合評価点」という。）の も高い者を落札者とする。 

なお、総合評価点の も高い入札者が２者以上あるときは、技術点の高い者を落札者とする。技術点が

同じ場合は、入札価格の低い者を落札者とする。入札価格が同じ場合は、くじにより決定するものとし、

この場合において、くじ引きに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって入

札立会人にくじを引かせることとする。 

(2) 技術点は、提出された提案の内容に応じて、次の評価項目及び評価内容により点数を与える（配点600

点）。 

評価項目(大項目) 主な評価内容 配点 

基本理念 ・基本理念、設計思想 40点

現況調査 ・調査項目 40点

情報ハイウェイによる効果とその課題 ・調査項目 40点

ネットワーク設計 ・ネットワーク方式における経済性 

・将来の通信需要への対応 

・アクセスポイントの配置における経済性

並びに効率性 

・信頼性 

・セキュリティレベル 

240点

受託者選定に関する支援 ・資料作成 40点

その他 ・調査項目 40点

実施体制等 ・実施スケジュール 

・実施体制 

・履行実績 

160点

(3) 価格点は、入札価格に応じて点数を与える（配点400点）。 

価格点＝400×（１－入札価格×1.05／予定価格） 
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９ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 契約書作成の要否 

要作成 

(3) その他 

詳細は入札説明書による。 

 

落札者等の公示 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

  平成23年11月15日 

契約担当者            

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る役務の名称及び数量 

  兵庫県新総合財務会計システム構築業務委託  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県企画県民部企画財政局情報企画課システム管理室 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成23年９月21日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪市北区堂島３丁目１番21号 

５ 落札金額 

  378,000,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  総合評価一般競争入札 

７ 入札を公告した日 

  平成23年７月12日 

 

落札者等の公示 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

  平成23年11月15日 

契約担当者            

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る役務の名称及び数量 

  兵庫県新人事給与システム構築業務委託  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県企画県民部企画財政局情報企画課システム管理室 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成23年９月21日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社高知電子計算センター 高知市本町４丁目１番16号 

５ 落札金額 

  468,930,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  総合評価一般競争入札 

７ 入札を公告した日 

  平成23年７月12日 
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落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成23年11月15日 

                                 契約担当者 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る役務の名称及び数量 

  電子施工管理システム  

２ 契約に関する事務を担当する部局及び所在地 

  兵庫県県土整備部県土企画局契約管理課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成23年10月20日 

４ 落札者の名称及び住所  

  川田テクノシステム株式会社大阪支社 大阪市西区北堀江１丁目22番19号 

５ 落札金額 

  735,000円(月額) 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成23年９月９日 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成23年11月15日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

加古郡播磨町北古田一丁目736番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

加古川市平岡町新在家２丁目264番地の15 

中央殖産株式会社 代表取締役 前 川 妙 子 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成23年８月２日 

  兵庫県指令東播（加土）（建）第１－８号（23播磨） 

 

入札公告 

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

    平成23年11月15日 

                                     契約担当者 

                                        兵庫県立工業技術センター所長 北 村 新 三 

１ 調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

ドラフトチャンバー 一式 

(2) 調達物品の特質等 

調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入期限 

平成24年３月30日（金） 

(4) 納入場所   

兵庫県立工業技術センター 神戸市須磨区行平町３丁目１番12号 

(5) 入札方法 
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上記(1)の物品について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 ）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

３ 申込書・入札書の提出等 

(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒654-0037  神戸市須磨区行平町３丁目１番12号 

兵庫県立工業技術センター総務課 担当 大山 

電話（078）731－4192 

(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

平成23年11月15日（火）から同月29日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(3) 入札・開札の日時及び場所 

平成23年12月19日（月）午後２時 兵庫県立工業技術センター内産業技術センター棟６階 第３研修室 

(4) 入札書の提出期限 

(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書

の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９

項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）による入札

については、平成23年12月16日（金）午後５時までに(1)の場所に必着のこと。 

４ 入札者に求められる義務 

(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、次の書類を平成23年11月29日（火）午後４時までに前記３(1)

の場所に提出すること。 

   応札予定機種の仕様書（本体のメーカー名と型番は必ず記載し、当センター仕様書の各項目と対比させ

性能・仕様等が当センターの仕様書を満足させる内容であることが分明であること。）及びカタログ、サポ

ート、メンテナンス、アフターサービス等が分かる書類（様式は任意） 

(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)の提出書類に関し、説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

５ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の105）の100分の５以上の額の入札保証金を平成23年12月15日

(木)正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契

約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

(3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て提出すること。 

(4) 入札に関する条件 

ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参又は郵送等により行うこと。 
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イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が平成23年12月28日

（水）まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違

反し無効となったもの以外の者 

(5) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、入札者に

求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及

び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

要作成 

(7) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低価格をもって有効な

入札を行ったものを落札者とする。 

(8) その他   

詳細は、入札説明書による。 

６ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity: 

Shinzo Kitamura, Director of Hyogo Prefectural Institute of Technology 

(2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

DRAFT CHAMBER 1set 

(3) Delivery period: March 30, 2012 

(4) Delivery place: Hyogo Prefectural Institute of Technology 

(5) Deadline for the submission of tender application forms: 

16:00 November 29, 2011 

(6) Deadline for tender: 

14:00 December 19, 2011 by direct delivery 

17:00 December 16, 2011 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice: 

Mr.Oyama, Management Division, General Affairs Department， 

Hyogo Prefectural Institute of Technology,3-1-12 Yukihira-cho, Suma-ku, Kobe Hyogo 654-0037 

TEL (078)731-4192 
 

病 院 局 公 告 

 

入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成23年11月15日 

                             兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県立淡路病院長 加 堂 哲 治 

１ 調達内容 

 (1) 調達物品及び数量 
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   ＰＥＴ／ＣＴ 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   平成25年１月31日（木） 

 (4) 納入場所 

   県立淡路病院新病院 洲本市塩屋一丁目 

 (5) 入札方法 

   上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった年間契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又はＰＥＴ検査装置に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒660-0013  洲本市下加茂１―６―６ 

     県立淡路病院総務部経理課 

電話（0799）22－1200 

(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

      平成23年11月15日（火）から同月29日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札参加申込書の受付期間 

   平成23年11月15日（火）から同月29日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

   平成23年12月26日（月）午後２時 県立淡路病院 ４階会議室 

 (5) 入札書の提出期限 

   上記(4)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の

送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項

に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）による入札

については、平成23年12月22日（木）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

    契約希望金額（入札書記載金額の100分の105の金額）の100分の５以上の額の入札保証金を平成23年12

月21日（水）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入
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札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

   契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成23年11月

29日（火）午後４時までに上記３(1)の場所に提出すること。 

  イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

  ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送等により行うこと。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成24年１月４日（水））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

  ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ、又はオに違

反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を

落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

   詳細は入札説明書による。 

５ Summary for the notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity: 

   Dr.Kadou, Director of Hyogo Prefectural Awaji Hospital 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

ＰＥＴ/ＣＴ 1set 

 (3) Delivery period: January 31, 2013 

 (4) Delivery place: 

Hyogo Prefectural Awaji Hospital 
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 (5) Deadline for submission of tender application forms: 

16:00 November 29, 2011 

 (6) Deadline for tender: 

17:00 December 22, 2011 by mail 

      14:00 December 26, 2011 by direct delivery 

 (7) Contact point for the notice: 

      Accounting Division, Hyogo Prefectural Awaji Hospital 

1-6-6，Shimokamo, Sumoto, Hyogo 656-0013 

      TEL (0799)22-1200 

 

   入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成23年11月15日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県立姫路循環器病センター院長 横 山 光 宏  

１ 調達内容 

(1) 購入物品及び数量 

   人工心肺装置 一式 

(2) 購入物品の特質等周知 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入期限 

   平成24年３月30日（金） 

(4) 納入場所 

   県立姫路循環器病センター 姫路市西庄甲520 

(5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名

簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定さ

れた者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第26号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という｡）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績がある者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1)  申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒670-0981 姫路市西庄甲520 

県立姫路循環器病センター総務部経理課 

電話（079）293－3131 

(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 
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    平成23年11月15日（火）から同月29日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(3) 入札参加申込書の受付期間 

    平成23年11月15日（火）から同月29日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(4) 入札・開札の日時及び場所 

平成23年12月22日（木）午後２時 県立姫路循環器病センター新館５階 中会議室 

(5) 入札書の提出期限 

    上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者によ

る信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同

条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）に

よる入札については、平成23年12月21日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の105）の100分の５以上の額の入札保証金を平成23年12月20日

（火）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に契約担当者を被保険者とする

入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて提出すること。 

(3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に契約担当者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証

金に代えて契約締結日までに提出すること。 

(4)  入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成23年11月

29日（火）午後４時までに上記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(5)  入札に関する条件 

ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送等により行うこと。 

    イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成23年12月28日（水））まであること。 

   ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

   エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

   オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

   カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

   キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

   ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

   ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

   コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

    (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

     (ｲ) 初度の入札において、アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違

反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を

落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

    本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった
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者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

(7) 契約書作成の要否 

   要作成 

(8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

(9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Yokoyma, Director of Hyogo Brain and Heart Center at Himeji 

(2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Heart-lung machine 1set 

 (3) Delivery period: March 30, 2012 

(4) Delivery place: 

Hyogo Brain and Heart Center at Himeji 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 November 29, 2011 

(6) Deadline for tender: 

    17:00 December 21, 2011 by mail 

      14:00 December 22, 2011 by direct delivery 

(7) Contact point for the notice: 

Accounting Division, Hyogo Brain and Heart Center at Himeji, 520 Saishoukou 

Himeji, Hyogo 670-0981 

TEL (079) 293-3131 

 

   入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成23年11月15日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県立姫路循環器病センター院長 横 山 光 宏  

１ 調達内容 

(1) 購入物品及び数量 

   生体情報監視装置（病棟用） 一式 

(2) 購入物品の特質等周知 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入期限 

   平成24年３月30日（金） 

(4) 納入場所 

   県立姫路循環器病センター 姫路市西庄甲520 

(5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名
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簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定さ

れた者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第26号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という｡）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績がある者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(2)  申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒670-0981 姫路市西庄甲520 

県立姫路循環器病センター総務部経理課 

電話（079）293－3131 

(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

    平成23年11月15日（火）から同月29日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(3) 入札参加申込書の受付期間 

    平成23年11月15日（火）から同月29日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(4) 入札・開札の日時及び場所 

平成23年12月22日（木）午後２時30分 県立姫路循環器病センター新館５階 中会議室 

(5) 入札書の提出期限 

    上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者によ

る信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同

条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）に

よる入札については、平成23年12月21日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の105）の100分の５以上の額の入札保証金を平成23年12月20日

（火）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に契約担当者を被保険者とする

入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を保証金に代えて提出すること。 

(3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に契約担当者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証

金に代えて契約締結日までに提出すること。 

(4)  入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成23年11月

29日（火）午後４時までに上記３(1) の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(5)  入札に関する条件 

ア 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送等により行うこと。 

    イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されている
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こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成23年12月28日（水））まであること。 

   ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

   エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

   オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

   カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

   キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

   ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

   ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

   コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

    (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

     (ｲ) 初度の入札において、アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違

反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等についての誓約書を

落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

    本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

(7) 契約書作成の要否 

   要作成 

(8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

(9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Yokoyma, Director of Hyogo Brain and Heart Center at Himeji 

(2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Central monitoring system 1set 

 (3) Delivery period: March 30, 2012 

(4) Delivery place: 

Hyogo Brain and Heart Center at Himeji 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 November 29, 2011 

(6) Deadline for tender: 

    17:00 December 21, 2011 by mail 

      14:30 December 22, 2011 by direct delivery 

(7) Contact point for the notice: 

Accounting Division, Hyogo Brain and Heart Center at Himeji, 520 Saishoukou 

Himeji, Hyogo 670-0981 

TEL (079) 293-3131 

 

入札公告 

下記の工事について制限付き一般競争入札（事後審査型）に付すので、地方自治法施行令（昭和22年政令第

16号。以下「政令」という。）第167条の６の規定により、次のとおり公告する。 
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  平成23年11月15日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県立姫路循環器病センター院長 横 山 光 宏  

１ 入札に付する事項 

 (1) 工事名 

本館及び新館中央監視盤改修工事 

 (2)  工事場所 

姫路市西庄甲520 

 (3) 工事概要   

工種 電気工事 

本館中央監視装置の更新（中央監視装置 管理点数 大2000点） 

新館中央監視装置の更新及び本館中央監視装置との統合 

（サブ中央監視装置 管理点数 大1000点 リモート盤×５面） 

本館系統の施設管理上重要な設備の管理ポイントの追加 

新館系統の施設管理上重要な設備の管理ポイントの追加 

本館空調自動制御機器類の更新（電動バルブ交換には配管接合断熱保温の手直しを行う。） 

新館空調自動制御機器類の更新（電動バルブ交換には配管接合断熱保温の手直しを行う。） 

 (4)  施工期間 

着工の日から平成24年３月30日（金）まで 

 (5)  低制限価格 

   有 

 (6) 低入札調査基準価格及び調査 低制限価格 

無 

 (7) 入札方式 

制限付き一般競争入札（事後審査型）（価格競争） 

 (8) 契約締結予定日 

平成23年12月上旬予定 

 (9) 支払条件 

ア 前払金 有 

イ 部分払 無 

２ 応募方法 

    単独企業による。                

３ 入札参加資格 

財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第81条の３に定める工事契約に係る入札参加資格者名簿に登載さ

れている者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 資格要件 

ア  政令第167条の４の規定に基づく兵庫県の入札参加資格制限基準による入札参加の資格制限（以下「入

札参加資格制限」という。）に該当しないこと。 

イ 建設業法（昭和24年法律第100号）の規定による電気工事業に係る許可を有すること。 

ウ 兵庫県の競争入札参加資格の工種が電気工事であること。 

エ 建設業法の規定による総合評定値通知書の有効期間が契約締結予定日まであること。 

オ 兵庫県内に建設業の許可を受けた営業所を有する者であること。 

カ 平成23年度兵庫県建設工事に係る入札参加資格者名簿の電気工事においてＡの等級（技術・社会貢献

評価に関する要件が10点以上の業者に限る。）であること。 

キ 平成５年度以降に、稼働中の病院（200床以上）において中央監視盤改修工事の施工実績があること。 

ク 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を受けていないこと。 

ケ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第

172号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て

がなされていないこと（ただし、それぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、契

約担当者が経営状況等を勘案して入札参加資格を認めることができる。）。 
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コ 本工事に係る設計業務等の受託者でなく、また、次の(ｲ)又は(ｳ)に該当しないこと。 

(ｱ) 本工事に係る設計業務等の受託者 株式会社 小野設計  

(ｲ) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の100分の50を超

える出資をしている者  

(ｳ) 代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者 

サ 兵庫県発注の電気工事に係る低入札価格調査工事を６(1)の提出期限の日（確認基準日）までに完了し

ない者は、電気工事における資格格付要領第４条の規定による平均工事成績点が65点以上であること。 

 (2) 配置予定技術者の要件 

ア 次に掲げる基準を満たす建設業法の規定による主任技術者又は監理技術者を適正に配置できること。 

   (ｱ) 原則として、建設業法に規定する営業所における専任技術者でないこと。 

   (ｲ) 入札参加申込者と直接かつ恒常的な雇用関係（原則として、入札参加申込日以前に３箇月以上の雇

用関係）があること。 

イ 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したこと

により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、入札参加申込み

をした者は直ちに当該申込みの取下げ又は入札の辞退を行うこと。ただし、工事現場での専任の主任技

術者又は監理技術者が必要とならない工事は除く。 

ウ 落札者は、契約期間中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、当該工事現場に配置すること。 

なお、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合を除いて、契約期間中は、当該配置技術者を変更する

ことは認めない。 

４ 契約条項を示す期間及び場所 

  建設工事請負契約書等については、次のとおり閲覧に供する。 

 (1) 閲覧期間 

平成23年11月15日（火）から同年12月５日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (2) 閲覧場所（公告事務を担当する部局） 

〒670-0981 姫路市西庄甲520 

県立姫路循環器病センター総務部経理課 

電話番号（079）293－3131 

５ 入札参加資格確認資料の交付 

 (1) 交付期間 

平成23年11月15日（火）から同月25日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (2) 交付場所 

上記４(2)に同じ。  

 (3) 交付方法 

無償で配布する。ただし、設計図書については、設計図書貸与申込書を提出した翌日から起算して４日

以内に貸与する。 

   なお、貸与した設計図書については、入札後速やかに返却すること。 

６ 入札参加の手続 

本工事の入札参加を希望する者は、入札参加申込書及び設計図書貸与申込書（以下「申込書等」という。）

を次に定めるところに持参により提出すること。 

 (1) 提出期間 

平成23年11月15日（火）から同月25日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (2) 提出場所 

上記４(2)に同じ。  

 (3) 提出部数 

１部 

 (4) 提出資料等 

  ア 制限付き一般競争入札（事後審査型）入札参加申込書（様式２号の２） 

  イ 設計図書貸与申込書（様式９号） 
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 (5) その他 

  ア 申込書等の作成及び提出に要する費用は、入札参加申込者の負担とする。 

  イ 提出された申込書等は、入札参加者の確認以外に入札参加申込者に無断で使用しない。 

  ウ 提出された申込書等は、返却しない。 

  エ 入札参加申込期限日以降は、原則として申込書等の差替え及び再提出は認めない。 

７ 設計図書に対する質問 

 (1) 設計図書に対する質問 

設計図書に対する質問がある場合は、次に従い書面（様式は任意）により提出すること。 

  ア 提出期間 

    平成23年11月16日（水）から同月28日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

イ 提出場所 

    上記４(2)に同じ。  

 (2) 回答書の閲覧 

  ア 閲覧期間 

    平成23年12月１日（木）から同月５日（月）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  イ 閲覧場所 

    上記４(2)に同じ。 

８ 入札手続等 

 (1) 入札及び開札の日時 

   平成23年12月６日（火）午前10時 

 (2) 入札及び開札の場所 

   姫路市西庄甲520 

   県立姫路循環器病センター 新館５階 中会議室   

 (3) 入札の方法 

上記(1)の日時に、上記(2)の場所へ直接入札書を提出すること。 

 (4) 入札保証金 

免除する。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 入札者又はその代理人が本工事の入札について２通以上した入札でないこと。 

ウ 本工事の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入札

でないこと。 

エ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

オ 入札書に入札金額、入札者の記名及び押印があり、これらと入札内容が分明であること。 

カ 入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる１件ごとの総価格とすること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の５に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、特に指示したときは、この限りではない。 

キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

ク 代理人が入札をする場合は、入札する前に契約担当者あての委任状を提出すること。 

ケ 第１回目の入札に際し、第１回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書（設計図書

に示す様式）を提出すること。 

コ 入札の執行回数は２回を限度とし、初度の入札において落札候補者がいない場合は、直ちに再度の入

札を行う。 

    なお、落札候補者がいる場合であって、下記９において、全ての落札候補者について入札参加資格が

ないとしたときは、日を改めて再度の入札を行う。 

サ 再度の入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 
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   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者（ 低制限価格が設けられたときは、初度の入札におい

て、当該価格に達しない価格で入札した者を除く。） 

   (ｲ) 初度の入札において上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、ウ又はエに違

反し無効となった者以外の者 

  シ 落札金額が200万円（消費税込）を超える場合には、落札候補者が暴力団でないこと等についての誓約

書を９(2) 入札資格確認資料の提出期間中に提出すること。 

 (6) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

 (7) 入札に際しての注意事項 

  ア 関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。 

  イ 不正、その他の理由により、競争の実益がないと契約担当者が認めるときは、入札を取り消すことが

あり、天変地異等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することがある。 

    なお、これらの場合における損害は、入札参加者の負担とする。 

  ウ 入札金額は、アラビア数字を用いて記載すること。 

  エ 工事費内訳書は参考図書として提出を求めるものであり、その内容が入札金額、契約金額等を拘束す

るものではない。ただし、提出された工事費内訳書の内容等について、入札執行職員が説明を求めるこ

とがあるので、内訳明細を必ず入札会場に持参すること。 

    なお、工事費内訳書の提出は持参によるものとし、工事名及び入札参加者名を記載して、工事費内訳

書在中と朱書した封筒に封入すること。 

  オ 建設業退職金共済制度掛金相当額が諸経費の中に積算されているので、入札金額にこれを含めて見積

もること。 

    なお、同制度の対象労働者を雇用しているにもかかわらず同制度に加入していない者は、速やかに同

制度に加入すること。 

  カ 入札書は、記名押印の上封筒に入れ、封筒には入札書と表記し、宛名及び工事名に併せて、入札参加

者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載すること。 

  キ 入札書は、上記８(1)の日時に、上記８(2)の場所で、入札執行職員の指示に従って入札書（封書）を

入札箱に直接投入すること。 

  ク 入札書（封書）を投函した後においては、入札書を書き換え、引き替え、又は撤回することはできな

い。 

  ケ 入札を希望しない者は、入札辞退届を提出して入札を辞退することができる。 

９ 落札候補者の決定方法及び入札参加資格確認資料の提出 

 (1) 病院局会計規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で、 低制限価格以上の価格をもって入札した者のうちから、落札候補者を決定する。 

 (2) 落札候補者として入札執行者から入札資格確認資料の提出を求められた場合は、提出を指示された日の

翌日から起算して２日以内（兵庫県の休日を定める条例に定める県の休日を除く。）に提出すること。 

ア 提出部数 

    １部 

イ 提出資料等 

   (ｱ) 配置予定技術者の資格 

     入札参加資格があることを判断できる配置予定技術者の資格を様式６号に記載すること。 

     なお、記載件数は技術者３名以内とし、資格証明書等の写しを添付すること。 

   (ｲ) 建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務受託者関係 

     入札参加資格があることを判断できる建設業の許可状況等を様式７号に記載するとともに、次に掲

げる書類を添付すること。 

ａ 建設業の許可 

許可に係る通知書の写し 
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ｂ 経営事項審査結果 

建設業法第27条の29の規定による総合評定値通知書の写し 

ｃ 設計業務受託者関係 

本工事に係る設計業務の受託者と関係がある場合は、関係が確認できる登記簿謄本等の写し 

ウ 提出方法 

    上記４(2)の場所に持参する。 

エ 資料の作成及び提出に要する費用は、資料の提出を求められた者の負担とする。 

オ 提出された資料は、入札参加資格の確認以外に資料の提出を求められた者に無断で使用しない。 

カ 提出された資料は返却しない。 

キ 資料を提出した結果、入札参加資格がないと認められたものは、別に定める期限までに、契約担当者

に対して、その理由について書面（様式は任意）を持参（郵送又は電送によるものは受け付けない。）し、

説明を求めることができる。 

ク 入札参加資格確認資料の提出を求められた者が資料を上記(2)の提出期間内に提出しないとき、又は入

札執行者の指示に応じないときは、その者のした入札は入札参加資格がない者のした入札とみなし、無

効とする。 

10 落札者の決定方法 

 (1) 落札候補者のうち、入札参加資格があると認められた者を落札者とする。ただし、その者により当該契

約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正

な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者としないことが

ある。 

 (2) 低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札

した者のうち、 低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

 (3) 落札候補となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじ引きを実施して落札者を決定する。

この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

   なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係

のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 

11 契約の締結 

 (1) 落札決定の日から７日以内に、県立姫路循環器病センターが作成した建設工事請負契約書により契約を

締結する。 

 (2) 落札決定後契約締結までの間に、落札者が入札参加資格制限に該当した場合又は指名停止を受けた場合

は、契約を締結しない。 

12 契約保証金 

落札者は、契約の締結までに、契約金額（消費税及び地方消費税の額を加算した金額）の100分の10以上の

契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納める

必要はない。 

 (1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供があったとき。 

 (2) 債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、兵庫県が確実と認める金融機関又は公共工事の

前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）に基づき登録を受けた保証事業会社の保証があった

とき。 

 (3) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証があったとき。 

 (4) 兵庫県（県立姫路循環器病センター）を被保険者とした債務の不履行により生ずる損害をてん補する履

行保証保険契約の締結があったとき。 

13 その他 

 (1) 契約を締結した者は、当該工事の施工に必要な枚数の建設業退職金共済証紙を購入し、契約締結後１箇

月以内に、同証紙購入の際に金融機関が発行する発注者用掛金収納書を契約担当者に提出すること。 

 (2) 工事の施工に当たっては、建設業法に規定するところにより主任技術者又は監理技術者を適正に配置す

ること（工事現場ごとに専任の者でなければならない場合には、特に注意すること。）。 

(3) 契約を締結した者は、この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約そ

の他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」という。）を締結する場合において、その

契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締結する場合は、その合計金額）が200万円を超えるときには、

その相手方が暴力団でないこと等についての誓約書を提出させ、当該誓約書の写し（「暴力団排除に関する
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特約」第３項の規定により下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。）を県に提出す

ること。 

(4) 契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。 

(5) 入札参加申込者数及び入札参加申込者名は、入札執行後まで公表しない。 
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